
　災害に強く良好な住環境やにぎわいを創出するた
め、市と県で一体的に取り組んでいる計画や事業の説
明会を開催します。
期日　11 月 18 日（金）
時間　①午後３時～　②午後７時～（内容は同じです）
場所　スポーツパレス小アリーナ
内容　・青井地区の復興まちづくり計画について
　　　・ 青井被災市街地復興土地区画整理事業の事業

計画（案）について
　　　・ 国道 445 号（都市計画道路相良鬼木線ほか）

の都市計画変更（案）について
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青井土地区画整理事業　約 5.2㌶青井土地区画整理事業　約 5.2㌶
国道 445 号整備　約 0.9㌔国道 445 号整備　約 0.9㌔

　令和５年度の保育所、認定こども園、幼稚園への入
所申込の受け付けを開始します。入所を希望する人は、
申込書に必要書類を添えて入所を希望する保育所、認
定こども園、幼稚園に提出してください。
　申込書は各保育所、認定こども園、幼稚園、市福祉
課（市役所１階７番窓口）にあります。詳しくはお問
い合わせください。添付書類は申請理由などで異なり
ますので入所申込の手引きをご覧ください。

申込期限　12月16日（金）

【市内認定こども園一覧】

園名 定員 所在地 電話番号
1号 ２・３号

あいだこども園 15 90 東間上町2789 22-4542
泉田こども園 15 85 北泉田町223-1 22-5846
さざなみ保育園 15 85 下戸越町1632-1 22-5519
せん月保育園 15 30 矢黒町1602-1 24-3292
中原こども園 25 90 下原田町1168 22-5795
人吉こども園 25 90 願成寺町956 22-2864
人吉乳児保育園 15 75 田町34-1 22-3951
おこばこども園 15 50 上漆田町3453 23-0504
青井幼稚園 15 45 上青井町117-2 22-4795
人吉中央幼稚園 25 30 南泉田町99 22-2695

認定こども園１号　各園で設定
認定こども園２・３号
基本：月～土曜　午前７時～午後６時
延長保育：平日　午後７時まで
※施設によって異なる場合があります。

【市内認可保育所・昼間】
園名 定員 所在地 電話番号

こばと保育園 100 瓦屋町1776-1 24 ｰ 4152
善隣保育園 70 瓦屋町1106 22 ｰ 3573
林保育園 60 下林町271-4 22 ｰ 5891

蓬
ほうらい

莱保育園 100 土手町５ 22 ｰ 2458
ひまわり保育園 70 瓦屋町1848 23 ｰ 5396

基本：月～土曜　午前７時～午後６時
延長保育：平日　午後７時まで

問合せ　市福祉課児童福祉係（☎２２－２１１１　内線１２５４・１２５５）

【市内認可保育所・夜間】
園名 定員 所在地 電話番号

ひまわり保育園 20 瓦屋町1848 23-5396

基本：月～土曜　午前11時～午後10時
延長保育：月～土曜　午前７時～ 11時

【市内幼稚園】

園名 定員 所在地 電話番号
1号 ２・３号

人吉幼稚園 75 ― 寺町７ 22-2988

１号認定
基本：月～金曜　午前７時30分～午後２時30分
延長保育：平日　午後６時15分まで

青井土地区画整理事業と国道 445 号整備の説明会を行います

問合せ　・まちづくりについて　市市街地復興課（☎２２－２１１１　内線２２１４）
　　　　　　　　　　　　　　　市都市計画課（☎２２－２１１１　内線２２１５）
　　　　・事業計画について　　県球磨地域振興局土木部まちづくり工務課（☎２４－４２４４）

その他　両計画（案）は、説明会後に縦覧を予定して
います。

　交付対象者や交付額は以下のとおりです。要件全て
に当てはまる人が交付対象となります。詳しくは市環
境課までお問い合わせください。

　申請書は市環境課（市役所２階２－９窓口）で受け
取るか、市ホームページからダウンロードできます。

申請期限　令和５年１月 31日（火）※必着

要件
① 井戸水や流水など、市上水道以外の水だけを現在使

用している
②世帯主または代表者である
※ 市上水道と井戸などを併用している場合は対象外で

す。
交付額　給水装置※一つ当たり 2,409 円
※ ここでいう給水装置とは、水を供給するために民間

事業者や個人で設置した配水管から分岐して設けら
れた給水管、これに直結する給水用具、水道メーター

井戸水や流水などを使用している人

などの総称です。
手続き
　下記の必要書類を市環境課に提出してください。
必要書類
・ 申請書
・ 本人確認ができる書類（免許証、保険証、マイナンバー

カードなど）の写し
・ 振込先口座が確認できる書類（通帳など）の写し
・ 給水装置が複数ある場合は、そのことが確認できる

図面など

問合せ　市環境課環境衛生係（☎２２－２１１１　内線２０７５）

要件
① 市下水道を使用していない人でくみ取り式トイレな

ど※を使用している
② 令和４年４月１日から令和５年１月 31 日までに市

許可業者によるし尿くみ取りを実施した
※ くみ取り式トイレなどとは、し尿を便槽に溜め込み

バキュームカーでくみ出しを行うくみ取り式トイ
レ、簡易水洗式トイレを指します。仮設トイレなど

くみ取り式トイレなどを使用している人

の臨時くみ取りは対象外です。
交付額
くみ取り式トイレなどの便槽�一つ当たり 4,950 円
手続き
　市許可業者が算出した対象のし尿くみ取り料金から
支援金分を減額しますので、手続きは必要ありません。

問合せ　市環境課廃棄物対策係（☎２２－２１１１　内線２０７１）

要件
① 市下水道を使用していない人で浄化槽を使用してい

る
② 令和４年 10 月１日時点で浄化槽管理会社と清掃な

どの契約を締結している
③ 複数世帯で１つの浄化槽を使用している場合は、そ

の全ての世帯
交付額　一世帯当たり 4,950 円
手続き
　浄化槽管理業者が算出した対象の浄化槽管理料から

浄化槽を使用している人

支援金分を減額しますので、手続きは必要ありません。
　ただし、複数世帯で管理している場合は、市への申
請が必要です。必要書類を市環境課に提出してくださ
い。
必要書類
・申請書
・ 本人確認ができる書類（免許証、保険証、マイナンバー

カードなど）の写し
・振込先口座が確認できる書類（通帳など）の写し

問合せ　市環境課廃棄物対策係（☎２２－２１１１　内線２０７１）
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